
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市再生特別措置法 
の概要等 

参考資料１参考資料１参考資料１参考資料１    



■　都市再生特別措置法の基本的枠組み

金　融　支　援金　融　支　援金　融　支　援金　融　支　援金　融　支　援金　融　支　援金　融　支　援金　融　支　援都都都都 市市市市 計計計計 画画画画 ・・・・ 事事事事 業業業業都都都都 市市市市 計計計計 画画画画 ・・・・ 事事事事 業業業業

都　市　再　生　緊　急　整　備　地　域都　市　再　生　緊　急　整　備　地　域

○都市開発事業者からの自由な

　発想による事業計画を可能と　

　する都市計画の提案の創設

○都市開発事業者からの自由な

　発想による事業計画を可能と　

　する都市計画の提案の創設

○都市計画提案から６ヶ月以内

　に都市計画決定の判断

○都市計画決定と同時に事業　

　のための事業認可を決定

○都市計画提案から６ヶ月以内

　に都市計画決定の判断

○都市計画決定と同時に事業　

　のための事業認可を決定

○既存の都市計画を全て適用　

　除外とする新たな都市計画制

　度の創設

○既存の都市計画を全て適用　

　除外とする新たな都市計画制

　度の創設

○民間事業者による公共施設　

　の立替整備への無利子貸付

○民間事業者による公共施設　

　の立替整備への無利子貸付

○ＳＰＣ等の事業目的が限定され

　た会社に対する出資・社債取得

　等

○民間事業者の社債の発行等に

　対する債務保証

○ＳＰＣ等の事業目的が限定され

　た会社に対する出資・社債取得

　等

○民間事業者の社債の発行等に

　対する債務保証

都市計画提案制度都市計画提案制度

期限を区切った都市計画決定期限を区切った都市計画決定

都市再生特別地区都市再生特別地区

公共施設整備支援公共施設整備支援

事業立上がりの金融支援事業立上がりの金融支援

地　域　整　備　方　針地　域　整　備　方　針 都市再生緊急整備協議会都市再生緊急整備協議会
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都市再生特別措置法（緊急整備地域の指定）の経緯都市再生特別措置法（緊急整備地域の指定）の経緯都市再生特別措置法（緊急整備地域の指定）の経緯都市再生特別措置法（緊急整備地域の指定）の経緯    

 

平成１３年 

 １２月１４日 民間都市再生のための総理指示 

平成１４年 

  ３月２９日 都市再生特別措置法の成立 

  ６月 １日 都市再生特別措置法の施行 

  ７月 ２日 都市再生緊急整備地域（案）（一次指定）の都

市再生本部決定 

  ７月２４日 都市再生緊急整備地域の指定（一次指定）（政

令公布） 

 

 

    

 

 

         

東京都、大阪府・大阪市、名古屋市、横浜市

の１７地域、約３，５１５ｈａを決定 

その後、地方公共団体での体制整備、民間からの都
市計画の提案の動きなど、都市再生への取り組みの
具体化が進んでいる状況 
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■　都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域（第 一 次 指 定）

東　京　都　（７地 域　：　２，３７０ｈａ）東　京　都　（７地 域　：　２，３７０ｈａ）

大 阪 府・ 大 阪 市　（８地域：９４７ｈａ）大 阪 府・ 大 阪 市　（８地域：９４７ｈａ）

東京都、横浜市、名古屋市、大阪府・大阪市
１７地域　　約３，５１５ha

名古屋市（１地域：５７ｈａ）名古屋市（１地域：５７ｈａ）

東京臨海地域

大崎駅

新宿駅

東京駅

渋谷駅

秋葉原駅

池袋駅

環状四号線新宿富久沿道地域

新宿駅周辺地域

大崎駅周辺地域

秋葉原・神田地域

Ｊ Ｒ 山 手 線

10k m
5k m

東京駅・有楽町駅周辺地域

環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木地域

Ｎ

０ ２ ４ｋｍ

都市再生緊急整備地域

大
阪
大阪駅

難波駅

天王寺駅

ＪＲ鳳駅

地下鉄大日駅 京阪寝屋川市駅

ＪＲ大阪環状線

堺臨海地域

堺鳳駅南地域

大阪コスモスクエア駅

周 辺 地 域

阿倍野地域

大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域

難波・湊町地域

守口大日地域

寝屋川市駅東地域

5k m

10k m

15k m

Ｎ

０ ２ ４ｋｍ

Ｊ Ｒ 関 西 本 線

Ｊ Ｒ 中 央 本 線

Ｊ Ｒ 東 海 道 本 線

名古屋駅

名古屋駅東地域

０ １ ２ｋｍ

Ｎ

横浜市（１地域：１４１ｈａ）横浜市（１地域：１４１ｈａ）

０ １ ２ｋｍ

Ｎ

東 急 東 横 線

京 浜 急 行 線

Ｊ Ｒ 東 海 道 線

Ｊ Ｒ 根 岸 線

京 浜 急 行 線
横浜駅

横浜みなと
みらい地域

３
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都市再生緊急整備地域（第一次指定）の状況
（報告）

平成１４年７月 ２日 第一次指定案を都市再生本部決定
７月２４日 政令公布

○都市開発事業を進めるための体制整備等
①東京都
・都市再生緊急整備地域内の都市開発事業の現状・今
後の予定について、東京都が先行的に調査・ヒアリ
ング等を実施。
・これとあわせ、民間事業者の都市再生特別地区に係
る提案を受け止め、迅速に事案を処理するための庁
内検討・審査会を設置（平成１４年９月）
・東京都環境影響評価条例の対象建築物について規模
要件を緩和（平成１４年９月）

②大阪府・大阪市
・大阪府では、民間事業者のヒアリングを行うととも

、 （ ）に 各地域ごとに推進体制を整備 平成１４年７月
・大阪市では、都市再生緊急整備地域に各種施策を集
中的に実施するべく、庁内の横断的組織を設置
（平成１４年７月）

○都市計画の提案・都市再生特別地区
①大阪府・大阪市
・守口大日プロジェクトについて、用途地域の変更等
の都市計画の提案（平成１４年８月）
現在、都市計画の変更に向け、手続き中（年内を目
途）
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・心斎橋そごう建替えプロジェクトについて、都市再
生特別地区の適用を予定（年度内を目途）

②名古屋市
・名駅四丁目７番（豊田・毎日ビル）プロジェクトに
ついて、都市再生特別地区の提案を予定（本年１０
月中を目途）

○金融支援
・東京都営南青山一丁目団地建替えプロジェクト（Ｐ
ＦＩ的手法による。民間事業者を決定済み）につい
て、金融支援認定のための計画が申請される予定
（１０月中予定）


